
19 広報すおう大島 平成 26 年 ( 2014 年 )3 月号

お知らせ３月

　

ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
や
認
知
症
高
齢
者

は
年
々
増
え
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
中
、
家
族

や
友
人
が
身
近
に
お
ら
ず
緊
急
時
の
対
応
が
遅

れ
て
し
ま
う
心
配
や
、
悪
質
な
訪
問
販
売
、
虐

待
被
害
な
ど
に
遇
う
問
題
も
生
じ
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
、
高
齢
者
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
安

心
し
て
暮
ら
し
て
い
け
る
よ
う
、
家
族
や
親
族

の
み
な
ら
ず
、
地
域
全
体
で
見
守
り
、
支
え
る

体
制
が
必
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。

○
見
守
り
の
方
法

①
緩
や
か
な
見
守
り

　

近
隣
住
民
の
み
な
さ
ん
や
民
間
事
業
者
が
日

常
生
活
、
日
常
業
務
の
中
で
緩
や
か
に
行
う
見

守
り
活
動
。

②
担
当
に
よ
る
見
守
り

　

定
期
的
な
安
否
確
認
や
声
か
け
が
必
要
な
人

に
対
し
て
、
民
生
委
員
や
福
祉
員
、
老
人
訪
問

員
等
が
行
う
見
守
り
活
動
。

③
専
門
的
な
見
守
り

　

認
知
症
、
虐
待
な
ど
の
対
応
が
困
難
な
ケ
ー

ス
に
対
し
て
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
や
居

宅
介
護
支
援
事
業
者
、
警
察
署
等
が
専
門
的
な

知
識
や
技
術
を
持
っ
て
行
う
見
守
り
。

◆
地
域
で
の
見
守
り
の
ポ
イ
ン
ト

　

高
齢
者
を
地
域
全
体
で
支
え
る
に
は
、
普
段

の
さ
り
げ
な
い
見
守
り
が
重
要
で
す
。
そ
の
た

め
、「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
！
」「
こ
ん
に
ち

は
！
」「
寒
い
で
す
が
お
元
気
で
す
か
？
」と
い
っ

た
挨
拶
や
気
軽
な
声
か
け
な
ど
、
適
度
な
距
離

を
保
っ
た
見
守
り
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

○
気
が
か
り
な
高
齢
者
は
い
ま
せ
ん
か
？

・
郵
便
物
や
新
聞
が
郵
便
受
け
に
た
ま
っ
て
い
る

・
家
を
訪
ね
て
も
顔
を
出
し
て
く
れ
な
い

・
服
装
が
不
自
然
な
ま
ま
外
出
し
て
い
る
等

　

近
所
に
住
ん
で
い
る
高
齢
者
に
つ
い
て
、
日

常
生
活
の
中
で
「
あ
れ
？
」「
お
か
し
い
な
？
」

と
い
う
小
さ
な
気
づ
き
が
と
て
も
大
切
で
す
。

◆
高
齢
者
に
気
が
か
り
な
こ
と
を
感
じ
た
ら

　

家
庭
訪
問
等
に
よ
り
高
齢
者
の
状
況
を
把
握

し
必
要
な
支
援
を
行
い
ま
す
の
で
、
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
に
ご
連
絡
下
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ

　

介
護
保
険
課　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
（
橘
庁
舎
内
）

　

☎
０
８
２
０
（
７
７
）
５
５
０
６

一
人
ひ
と
り
が
で
き
る
こ
と
を
！

み
ん
な
で
高
齢
者
を
見
守
り
ま
し
ょ
う

竜崎温泉温水プール指導日
（３月 21 日～４月 20 日）

実施日

３月 25 日㈫、26 日㈬、27 日㈭、28 日㈮

４月
1 日㈫、2 日㈬、3 日㈭、4 日㈮、8 日㈫、9 日㈬、
10 日㈭、11 日㈮、15 日㈫、16 日㈬、17 日㈭、
18 日㈮

※ 65 歳以上の方の介護予防や健康づくりを目的とした水
中運動の指導を行っています。
　指導時間は午前 10 時～午後３時 30 分です。
　実施日等は事情により変更することがあります。

◆問い合わせ　
介護保険課　地域包括支援センター

☎０８２０（７７）５５３０

周
防
大
島
町
社
会
福
祉
士

　
　
　

岩
﨑　

絢
子

（
介
護
保
険
課　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
）

　公共下水道事業（久賀・大島処理区）に関する
大島都市計画下水道を決定するにあたり案の縦覧
を行います。なお、縦覧期間中に限り、意見書を
提出することができます。詳しくはお問い合わせ
ください。
◆縦覧期間
３月 17 日㈪から４月１日㈫まで

（土日祝日を除く。）
午前８時 30 分から午後５時 15 分まで
◆縦覧場所　
大島総合支所（大島庁舎１階）および上下水道課

（久賀東庁舎２階）
◆問い合わせ　
〒 742‐2301 周防大島町大字久賀 4799‐1
周防大島町 環境生活部 上下水道課
☎０８２０（７９）１０１１

大島都市計画下水道（案）の縦覧


